
資　　料

1 調査団員・氏名

2 調査行程

3 関係者（面会者）リスト

4 討議議事録（M/D）

4-1 現地調査

(1) エクアドル国側（2005年5月30日）

(2) ペルー国側（2005年6月2日）

4-2 概要説明

(1) エクアドル国側（2005年11月10日）

(2) ペルー国側（2005年11月17日）

5 事業事前計画表（基本設計時）

6 参考資料/入手資料リスト

7 その他の資料・情報

7-1 現橋撤去の必要性に関する技術的検討書

7-2 エ国・ペ国側負担費用内訳



1 調査団員・氏名 



 

1-1 現地調査  （平成 17 年 5 月 15 日 ～平成 17 年 6 月 21 日） 

 

氏名 担当 所属 

小澤 正司 総括 国際協力機構 
ペルー事務所次長 

小柳 桂泉 副総括/計画管理 国際協力機構 無償資金協力部  
業務第一グループ 運輸交通・電力チーム 

中川 哲 業務主任/ 
運営維持管理計画/環境社会配慮 

日本工営株式会社 

五月女 正治 橋梁設計 日本工営株式会社 

下坂 雅信 自然条件調査 I 
（地形/地質） 

日本工営株式会社 

増子 学 自然条件調査 II 
（水理/水文） 

日本工営株式会社 

奥野 健太郎 施工・調達計画/積算 日本工営株式会社 

 
 

1-2 概要説明  （平成 17 年 11 月 6 日 ～ 平成 17 年 11 月 19 日） 

 

氏名 担当 所属 

小澤 正司 総括 国際協力機構 
ペルー事務所次長 

中川 哲 業務主任/ 
運営維持管理計画/環境社会配慮 

日本工営株式会社 

五月女 正治 橋梁設計 日本工営株式会社 

 
 



2 調査日程 



 
2-1 現地調査 

 
日
数 月日 曜

日 行程 宿泊地 調査内容 

1 5/15 日 中川、五月女、奥野団員、キト着。下
坂、パナマよりキト着。 

キト 移動 

2 5/16 月  キト 大使館、JICA、MOP 表敬訪問。MOP、
BDPEPFR との打合せ。 

3 5/17 火  キト MOP、国家運輸・交通委員、BDPEPFR と
協議。現地再委託入札説明会。 

4 5/18 水  キト 再委託業者入札。MOP との協議。情報収
集。 

5 5/19 木 調査団、空路でキト→ロハ、そのまま
陸路でマカラへ移動 

マカラ マカラ市表敬訪問。マカラ市役所、MOP
地方局との合同現場踏査。 

6 5/20 金 調査団、マカラより陸路でロハに移動 ロハ マカラ市、MOP 地方局との協議、現場調
査。 

7 5/21 土 調査団、空路でロハ→キト。増子団員、
キト着 

キト 移動 

8 5/22 日 小柳副総括、キト着 キト  
9 5/23 月   大使館、INECI、MOP、BDPEPFR 表敬。
10 5/24 火 調査団、空路でキト→ロハ、そのまま

陸路でマカラへ移動。 
マカラ マカラ橋現場調査、情報収集。 

11 5/25 水 小柳副総括、中川、五月女、奥野団員、
マカラより陸路でロハに移動 

ロハ/ 
マカラ 

マカラ橋現場調査、情報収集。 
（両国関係者との合同協議はペ国側道路
封鎖デモにより中止） 

12 5/26 木 小柳副総括、中川、五月女、奥野団員、
ロハ→キト。 

キト/ 
マカラ 

MOP、BDPEPFR とのミニッツ協議。 
マカラ～ピウラ周辺調査（下坂）。 

13 5/27 金 下坂団員、マカラより陸路でロハに移
動 

キト/ 
ロハ 

ミニッツ最終案作成。マカラ橋現場調査、
再委託調査監督（下坂）。 

14 5/28 土 下坂団員、ロハ→キト キト 団内協議、資料整理 
15 5/29 日 下坂団員、キト→パナマ（一時離任） キト 団内協議、資料整理 
16 5/30 月 調査団、キト→リマ リマ ミニッツ署名、大使館報告。 
17 5/31 火  リマ 大使館、JICA、MTC、BDPEPFR 表敬。情

報収集。 
18 6/1 水  リマ MTC とのミニッツ協議。情報収集。 
19 6/2 木 小泉副総括、リマ発 リマ ミニッツ署名、大使館、JICA 報告。情報

収集。 
20 6/3 金  リマ MTC との協議、情報収集。 
21 6/4 土 調査団、リマ→キト。 

小泉副総括、東京着 
キト 移動 

22 6/5 日  キト  
23 6/6 月  キト  
24 6/7 火 増子団員キト発（離任） キト  
25 6/8 水 五月女、奥野団員、キト→グアヤキル キト/ 

グアヤキル
グアヤキルでの情報収集 

26 6/9 木 五月女団員、陸路でグアヤキル→マカ
ラ増子団員東京着 

キト/ 
グアヤキル

アグアス・ベルデス橋現地調査（五月女）、
情報収集（奥野）。 

27 6/10 金 五月女、奥野団員、グアヤキル→キト キト マカラ橋現地調査（五月女）、情報収集（奥
野）。 

28 6/11 土  キト  
29 6/12 日  キト  
30 6/13 月  キト  
31 6/14 火 下坂団員、パナマ→キト キト  
32 6/15 水  キト  
33 6/16 木  キト  
34 6/17 金  キト  
35 6/18 土  キト 現地調査とりまとめ。 
36 6/19 日  キト  
37 6/20 月 下坂団員、キト→マカラ キト/ 

マカラ 
大使館報告。マカラ橋現場調査（下坂） 

38 6/21 火 中川、五月女、奥野団員、キト→ヒュ
ーストン。下坂団員、マカラ→ロハ 

ﾋｭｰｽﾄﾝ/ 
ロハ 

移動。マカラ橋現場調査（下坂） 



日
数 月日 曜

日 行程 宿泊地 調査内容 

39 6/22 水 中川、五月女、奥野団員、ヒュースト
ン発。下坂団員、ロハ→キト 

機内泊/ 
キト 

移動 

40 6/23 木 中川、五月女、奥野団員、東京着。下
坂団員、キト→パナマ 

 移動 

注） MOP:エ国公共事業省、INECI：エ国国際協力庁、MTC:ペ国運輸通信省、 
 BDPEPFR：二国間国境開発委員会 
 
 

2-2 概要説明 

日
数 月日 曜

日 行程 宿泊地 調査内容 

1 11/6 日 小澤、中川、五月女、キト着。 キト 移動 
2 11/7 月  キト 大使館、INECI、MOP、BDPEPFR 表敬訪問。MOP、

BDPEPFR への報告書概要説明。 
3 11/8 火  キト MOP、BDPEPFR への報告書概要説明。 

ミニッツ最終案作成。 
4 11/9 水  キト ミニッツ最終案作成。 

エクアドル側とのミニッツ協議。 
5 11/10 木  キト エクアドル側ミニッツに著名。 

大使館へ報告。 
6 11/11 金 空路でキト→リマ リマ 移動 
7 11/12 土  リマ 打ち合わせ 
8 11/13 日  リマ 打ち合わせ 
9 11/14 月  リマ JICA,大使館表敬訪問 

MTC、BDPEPFR 表敬訪問。 
MTC、BDPEPFR への報告書概要説明。 

10 11/15 火  リマ MTC、BDPEPFR への報告書概要説明。 
ミニッツ最終案作成。 

11 11/16 水  リマ ミニッツ最終案作成。 
ペルー側とのミニッツ協議。 

12 11/17 木  リマ ペルー側ミニッツに著名。 
大使館へ報告。 
JICA へ報告。 

13 11/18 金 リマ→ロサンゼルス 
ロサンゼルス出発。 

リマ 移動 

14 11/19 土 成田到着。  移動 
 



3 関係者(面会者)リスト 



 

エクアドル共和国関係者リスト 

 氏 名（Nombreｓ） 所 属（Pertences） 
Plan Binacional Capíturo Ecuador（エクアドル国二国間委員会） 
Emb. Eduardo Mora Anda Director Ejecutivo Plan Binacional 
Juan Carlos Ramirez Coordinador Proyecto Integracion Vial 

１ 

Robert Castro Luzuriaga Coordinador Programa Nacional Infraestructura 
Ministerio de Obras Pnblicas y Comnicaciones（公共事業省） 
Ing. Derlis Palacios Guerrero Ministro de MOP 
Dr. Sebastian Toral Arizaga Consejero de Ministro 

Dra. Nelly Jaramillo Lider Proceso Acesor de Planificacion de la Seguridad Nacional, Defensa 
Civiles y Movilización (Diplasede )- MOP 

Ing. Fernando Salgado Coodinador Diplasede - MOP 
Ing. Julio C. Verdugo Unidad Estructuras - M.O.P 

Ing. Cesar Maldonado Director Tecnico de Area, Normalizacion y Supervision de Estudios y 
Construcción del MOP 

Ing. Carlos Cdicedo Coordinacor de Estudios-M.O.P 
Ing. Marcial Calispa Unidad Estructuras - M.O.P 
Dr. Guido Boada P. Direccion Impacto Ambiental- M.O.P 
Lic. Marcia Vizuete Direccion Impacto Ambiental- M.O.P 
Ing. Alfredo Lopez Sub Secretario del M.O.P 
Ing. Alex Zanipattini G. Director Tecnicos Area Captacion Recursos Financieos 
Ing. Numa Arciniegas Director Provincial Loja - M.O.P 

2 

Ing. Angel Ordoñez Direccion Provincial Loja - M.O.P 
Ministerio de Relaciones Exteriores（国際協力庁） 
Dr. María Soledad Córdova  Directora Ejecutiva, Instituto Ecuatoriano de Cooperación(INECI) 
Jaime Pavon Trujillo Consejero INECI 
Consuelo Otevo Funcionaria INECI 

3 

 

 

Masato Hanada Expert INECI 
Ministerio de Gobierno,Consejo Nacional de Transito y Transporte Terrestre（内務省、国家運輸・陸上交通局） 
Dr. Pablo Izquierdo Director Ejectivo 
Ing. Hernan Santana Consejo Nacional de Transito 

4 

 

 

Francisco Alvarez Consejo Nacional de Transito 
Alcaldia del Cantton Macara（マカラ市役所） 
Ing. Pedro Quito Alcalde del Canton Macara 
Sra. Alexandra Quito Concejal del Canton Macara 
Ing. Carlos Celi Director de Obras Publicas 

 

5 

Ing. Patricio Quezada Asesor Tecnico Alcaldia 
日本大使館  
平松 博之 特命全権大使 

６ 

星野 元宏 二等書記官 
JICA-JOCV エクアドル事務所 
川添 浩正 Consultor de Proyecto de Desarrollo 

7 

森内 華奈子 所員 

 

 

 



ペルー共和国関係者リスト 

 氏 名（Nombreｓ） 所 属（Pertences） 
Plan Binacional Capíturo Perú（ペルー国二国間委員会） 
Emb. Luis Garaycochea B. Director Ejecutivo Nacional 
Luis Ponce Chávez Director de Coordinador 
María Juria Guzuman Giraud Infraestructura Física 

１ 

Ismael Bellina Fernández Comunicación e Imagen 
  

Ministerio de Transpotes y Comnicaciones(M.T.C)（運輸・通信省） 
Ing. Nestor Palacios Lanfranco Vice Ministro de Transportes- MTC 
Ing.Guillermo Quispe Reyna Asesor Vice Ministro de Transportes- MTC 
Sr. Adrian Lazo Diaz Director de Planificacion Sectorial - MTC 
Ing. Gustavo Atahualpa Bermudes Director Ejectivo de Provias Nacional - MTC 
Ing. Oswaldo Plasencia Contreras Gerente de Estudios y Proyectos, Provias Nacional - MTC 
Ing. Joaquín Bonilla González Subgerente de Estudios y Proyectos, Provias Nacional - MTC 
M.Janet Seminario Estremadoyro Direccion General de Asuntos Socio Ambientales- MTC 
Ing. Luis Chan Sub Gerencia Estudios, Provias Departamentos- MTC 
Oscar Vargas Avendaño Gerente de Mantenimiento- MTC 
Luis Horacio Rojas Sub-Gerente de Mantenimiento- MTC 

2 

Ing. Fabián Poso Ceasani Jefe Unidad Mantenimiento Puentes-Provias Nacionl- MTC 
  

Agencia Peruana de Cooperacion Internacional al Ministerio de Relaciones Exteriores（外務省、国際協力局） 
Mery Luz Masuda Toyofuku Gerencia de Gestion (APCI) 

3 

  
在ペルー日本大使館 
石田 仁宏 特命全権大使 
渡邊 利夫 公使、総領事 
萩原 孝裕 一等書記官 

4 

田坂 昭彦 二等書記官 
   

JICA ペルー事務所  
表 孝雄 所長 
小澤 正司 次長 
Rodolfo Soeda ローカルスタッフ（Director） 
Ruth Elena Fernandez ローカルスタッフ（Gerente de Proyectos） 

5 

  
 

 
 



 
4 協議議事録 

4-1 現地調査 

(1) エクアドル国側 2005 年 5 月 30 日 
- 西語版オリジナル 

- 和訳版 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  



  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

エクアドル国・ペルー国 

新マカラ国際橋建設計画基本設計調査 

協議議事録 

 

 

2004 年 10 月に実施された予備調査の結果をうけ、日本国政府は「新マカラ国際橋建設計

画」（以下「計画」という）に関する基本設計調査の実施を決定し、その実施を国際協力機

構（以下「JICA」という）に委託した。 

JICA は、ペルー事務所次長小澤正司を総括、無償資金協力部運輸交通・電力チーム小柳桂

泉を副総括兼計画管理とする基本設計調査団（以下「調査団」という）を 2005 年 5 月 16 日

から 6月 22 日までエクアドル・ペルー両国に派遣し、両国政府関係者と協議するとともに現

地調査を実施している。 

調査団はエクアドル国関係者と協議を行い、調査地域において現地調査を実施した。 

協議および現地調査の結果、双方は付属書に記述された主要事項について確認した。調査

団は調査を継続し、基本設計調査報告書を作成する。 

 

2005 年 5 月 30 日 キト にて 

 

 

 

 

   
小澤 正司 
総括 
基本設計調査団 
JICA 

 Ing. Derlis Palacios G. 
公共事業省 (MOP) 大臣 
エクアドル共和国 

 
 
（立会人） 

  
 
（立会人） 

 
 
 
 

  

Dr. Maria Sotedad Cordova 
国際協力庁 (INECI) 局長 
エクアドル共和国 

 Eduardo Mora Anda 
二国間国境開発委員会 
エクアドル委員長 

 

 

 

 



 

付 属 書 
 

１．目的 

 本計画は、国際橋を建設することにより、エクアドル・ペルー両国国境の交通を改善し、国境

周辺地域の発展に寄与することを目的とする。 

 

２．調査対象地域 

 本計画の調査対象地域はエクアドル国ロハ州及びペルー国ピウラ州である。 

地域図を別添１に示す。 

 

３．主管官庁および実施機関 

 本計画のエクアドル国側の主管官庁及び実施機関は、公共事業省（MOP）である。 

また、本計画に関する日本及び両国間の協議は二国間国境開発委員会が担当する。 

MOP 及び二国間国境開発委員会の組織図を別添 2-1、及び 2-2に示す。 

 

４．要請内容 

 エ国側代表者と調査団との協議の結果、エクアドル国は新マカラ橋の基本仕様を下記のとおり

技術的視点から合意した。 

・架橋位置：既設橋から下流側へ約 50m の位置 

 ・幅員構成：高欄内々で 13.7m、内訳は 2車線で一車線当たり 3.65mと 1.2m の路肩巾、両側歩

道を設け各幅 2.0m 

 JICA は要請の妥当性を検証し、日本国政府に報告する。 

 

５．無償資金協力スキーム 

(1) エクアドル国側は、調査団から別添 3のとおり説明された日本の無償資金協力スキー

ム及びエクアドル国側による必要な手続きを理解した。 

(2) エクアドル国側は、日本の無償資金協力実施の条件として事業の円滑な実施のために

別添４に記載の負担事項を実施することを約束した。 
 

６．調査予定 

(1) 調査団のコンサルタント団員は、引き続き 2005 年 6月 22 日までエクアドル・ペルー

両国における現地調査を継続する。 

(2) 調査団は基本設計概要書を西語で作成し、その説明調査団を 9 月下旬頃にエクアド

ル・ペルー両国に派遣する。 

(3) 基本設計概要書の内容がエクアドル国政府により原則了承されれば、JICA が最終報告

書を作成し、2006 年 1月までにエクアドル・ペルー両国に送付する。 
 

７．その他協議事項 

(1) エクアドル国側は、公共事業省が実施した環境調査結果基づき、環境省から 2005 年 5

月 13 日に環境認可を取得したことを調査団に説明した。調査団はステークホルダー・

ミーティング、住民移転計画書を含めた同調査結果の内容についてエクアドル国側と

協議し、内容が妥当であることを確認した。 

(2) エクアドル国側は、工事開始前までに住民移転を完了させることに合意した。 

(3) エクアドル国側は、施工中及び運用段階における環境負荷を最小限に抑えるための環

境モニタリング計画を遵守することを約束した。 

(4) エクアドル国側は、施工中の工事関係者及び資機材の出入国及び通関審査を簡略化し

て国境間の円滑な往来を確保する仕組みを策定することを約束した。 

(5) エクアドル国側は、建設資機材に関し、ペルー国製品と比較のうえ、共に一定の品質

が確保されている場合には、価格の安い国の製品調達を優先することに同意した。 

(6) 本プロジェクトの建設及び維持管理はエクアドル国側がその責任を負い、二国間委員



 

会は二国間の調整・管理と日本との調整・管理の責任を負う事が確認された。 

(7) エクアドル国側は本計画実施によって影響を受ける電柱の移設に関する予算措置・移

設に対し責任を負うことを確認した。 

(8) エクアドル国側は現橋撤去に関して技術的に必要性が検証され且つペルー側が同意

すれは現橋撤去に合意する。本作業の責任分担及び予算措置に関しては二国間委員会

で協議するものとする。 

(9) エクアドル国側は本計画に必要な製品・サービスの調達に対しエクアドル国内にて課

税される関税、内部税、その他税金を免除することに合意し、それらの支払い等が必

要な場合は責任を負う事に合意した。 

(10) エクアドル国側は、調査団の現地調査期間中、必要となる安全管理と対策を徹底する

ことを約束した。 

(11) エクアドル国側は、調査団が現地調査時にエクアドル国への出国および再入国する際

に必要な通行許可などの便宜供与を図ることを約束した。 

(12) エクアドル国側は、調査団の現地調査期間中、2名の C/P を配置することに合意した。 

(13) エクアドル国側は、調査団が手交した質問表の回答を 6 月 10 日までに調査団に提出

する事に合意した。 
 

 

別添： １．調査対象地域地図 

    ２．組織図 

    ３．日本の無償資金協力スキーム 
    ４．日本・エクアドル両国政府による主な負担事項 
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添付 2-1  公共事業通信省組織図 
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添付 2-2  二国間国境開発委員会（Bi-National Plan）の組織図 



 

別添３ 

日本の無償資金協力の仕組み 

 

 無償資金協力とは被援助国に返済義務を許さないで資金を供与する援助で被援助国が自国の

経済・社会の発展のための計画に役立つ施設、資機材および役務（技術あるいは輸送等）を調達

するのに必要な資金を我が国の関係法令に従って、以下のような原則により贈与するもので、我

が国が資材・機材、設備等を直接に調達して現物供与する形態はとっていない。 

 

１．無償資金協力実施の手順 

 我が国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 

 

 要請 

• 被援助国からの要請 

 調査 

• JICA が実施する基本設計調査 

 審査と認証 

• 日本政府による審査及び閣議による承認 

 正式決定 

• 日本政府と被援助国による交換公文の署名 

 

 第一段階である要請は被援助国から提出された要請書を基に日本国政府（外務省）は無償資金

協力としての妥当性を検討する中で、案件としてのプライオリティが高いことが確認された場合

には、JICAに対して調査の指示を行う。 

 第二段階である調査（基本設計調査）は JICA が実施するが、JICA は原則としてこの調査を我

が国のコンサルタントとの契約によって行う。 

 第三段階の審査と承認は、第二段階で JICA が作成した基本設計報告書を基に日本国政府がそ

のプロジェクトが無償資金協力として適当であるかを審査した後、閣議請議を行う。 

 閣議によって承認されたプロジェクトは、第四段階で両国政府による交換公文の署名によって

正式決定に至り、無償資金協力が実行に移される。 

 無償資金協力の実行に際して、JICAは入札・契約手続き、その他の事項につき被援助国政府に

協力を行う。 

 

２．無償資金協力スキーム 

(1) 交換公文の締結 

 無償資金協力の実施に当たっては政府間の合意および E/N の締結が必要である。

E/N では当該プロジェクトに係る目的、供与期限、実施条件、限度額等が確認され

る。 

 

(2) 供与期限 

 供与期限は我が国の閣議決定の行われた会計年度内とする。この間、E/N の締結か

らコンサルタントおよびコントラクター等との契約を経て、最終的な支払いを含め



 

て全てを終了しなくてはならない。 

 但し、天候等止むを得ない事情により搬入、据付、工事等が遅延した場合には両

国間の協議により一年間（一財政年度）の延長が可能である。 

 

(3) 無償資金協力によって調達される生産物および役務は原則として日本国および被援

助国の生産物並びに日本国民の役務を購入するために適正に、かつ、専ら使用され

る。ここでいう日本国民という語は日本国の自然人またはその支配する日本国の法人を

意味する。 

 なお、無償資金協力は両国政府が必要と認める場合には第三国（日本国および当該

国以外）の生産物の購入あるいは輸送等の役務の購入にも使用することが可能である。

但し、無償資金協力ガイドラインにより、無償資金協力を実施するに当たって必要

とするプライムコントラクター、即ち、コンサルタント、施工業者および調達業者

は日本国民に限定される。 

 

(4) 「認証」の必要性 

 当該国政府または政府が指定する当局が行う日本国民との契約は円貨建で締結さ

れ、かつ、日本国政府による認証を必要とする。認証は無償資金協力の財源が日本

国民の税金であることによる。 

 

(5) 被援助国に求められる措置 

 無償資金協力が実施されるに際して当該国政府は以下のような措置が求められ

る。 

1) 施設案件の実施に当たっては施設建設に必要な土地を確保し、かつ、用地の整

地を行うこと。 

2) 用地の整地を行うに際しては、併せて、用地までの配電、給水、排水、その他

の付随的な施設の整備、工事等を行うこと。 

3) 資機材等の案件については、必要な建物等が確保されること。 

4) 原則として無償資金協力に基づいて購入される生産物の港における陸揚げ、通

関および国内輸送等に係る経費の負担と速やかな実施を確保すること。 

5) 認証された契約に基づき調達される生産物および役務のうち日本国民に課せら

れる。 

 関税、内国税およびその他の財政課徴金を免除すること。 

6) 認証された契約に基づいて供与される日本国民の役務について、その作業の遂

行のための入国および滞在に必要な便宜を与えること。 

 

(6) 適正使用 

 無償資金協力に基づいて建設される施設および購入される機材が、当該計画の実

施のために適正かつ効果的に維持され、使用されること並びにそのために必要な要

員等の確保を行うこと。また、無償資金協力によって負担される経費を除き計画の

実施のために必要な維持・管理費等全ての経費を負担すること。 

 

(7) 再輸出 



 

 無償資金協力に基づいて購入される生産物は当該国より再輸出されてはならな

い。 

 

(8) 銀行取り極め 

1) 当該国政府または指定された当局は日本国内の銀行に当該国政府名義の勘定を

開設する必要がある。日本国政府は認証された契約に基づいて当該国政府もし

くは指定された当局が負う債務の弁済に充てるための資金を右勘定に日本円で

払い込むことにより無償資金協力を実施する。 

2) 日本政府による払い込みは当該国政府または指定された当局が発行する支払授

権書に基づいて契約銀行が支払請求書を日本国政府に提出した時に行われる。 

 

(9) 支払授権書 

 当該国政府は、銀行取り極めを締結した契約銀行に対し、支払授権書の通知手数

料および支払手数料を負担しなければならない。 



 

別添４ 

日本・エクアドル両国政府による主な負担事項 

 

 負担事項 日本 エクアドル

1 プロジェクト用地確保  ● 

2 プロジェクトサイト上の障害物撤去、整地、埋立など（必要に応じ実施）  ● 

3 プロジェクトサイト周囲のゲート、フェンスの建設  ● 

4 橋梁の建設 ●  

5 アクセス道路建設 

１）プロジェクトサイト内（橋梁本体に付随する区間） 

２）プロジェクトサイト外 

 

● 

 

 

 

● 

6 旧橋の評価と使用の可能性（撤去、使用等）  ● 

7 電力、水道、排水、その他のファシリティーのプロジェクトサイト及び

コントラクターのキャンプサイトまでの供給 

１）電力 

  a.プロジェクトサイトまでの電線 

  b.引込線および内部配線 

  c.主遮断器および変圧器 

２）水道 

  a.プロジェクトサイトまでの主上水道 

  b.プロジェクトサイト内の上水道供給 

３）排水設備 

  a.プロジェクトサイトまでの主排水口 

  b.プロジェクトサイト内の排水設備 

４）電話 

  a.建築物内メイン供給フレーム（MDF）までの電話線の引き込み 

  b.MDF およびその先の延線 

５）機材 

a. 家具類 

b. プロジェクトに必要な機材 

６）ガス  

 a. ガスの供給  

 

 

 

 

● 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

8 銀行取極（B/A）に基づき金融サービスを行う契約銀行に対する下記費用

の負担。 

１）支払授権書(A/P)発給手数料 

２）支払手数料 

  

 

● 

● 

9 受取国の荷揚げ港での荷下ろしと通関の確実な実施。 

１）日本から受取国への製品の海上（空路）輸送 

２）荷揚げ港での製品の免税手続きと通関 

３）荷揚げ港からプロジェクトサイトへの国内輸送 

 

● 

 

● 

 

 

● 

 

10 認証された契約に基づく製品供給と支援業務に関連して必要になる日本

国民に対して、当該者が責任遂行に必要となる受取国への入国や入国後

の宿泊に関連して必要な便宜供与。 

 ● 

11 認証された契約に基づく製品供給と支援業務に関連して、受取国により

日本国民に賦課される関税、国内税、増値税やその他賦課金の免除。 

 ● 

12 無償資金協力により建設された施設および調達された機材を適切に使用

し、かつ適正に維持管理するために必要な費用の負担。 

 ● 

13 無償資金協力により建設および調達されるもの以外で、施設建設および

調達機材における輸送および据付等に必要となるその他の費用の負担。 

 ● 

 
 



 

 
(2) ペルー国側 2005 年 6 月 2 日 

- 西語版オリジナル 

- 和訳版 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  



 

 



 

 



  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

エクアドル国・ペルー国 

新マカラ国際橋建設計画基本設計調査 

協議議事録 

 

 

2004 年 10 月に実施された予備調査の結果をうけ、日本国政府は「新マカラ国際橋建設計画」

（以下「計画」という）に関する基本設計調査の実施を決定し、その実施を国際協力機構（以下

「JICA」という）に委託した。 

JICA は、ペルー事務所次長小澤正司を団長とする基本設計調査団（以下「調査団」という）を

2005 年 5 月 16 日から 6月 22日までエクアドル・ペルー両国に派遣し、両国政府関係者と協議す

るとともに現地調査を実施している。 

調査団はペルー国関係者と協議を行い、調査地域において現地調査を実施した。 

協議および現地調査の結果、双方は付属書に記述された主要事項について確認した。調査団は

調査を継続し、基本設計調査報告書を作成する。 

 

2005 年 6 月 2 日 リマ にて 

 

 

 

 
 
   
小澤 正司 
総括 
基本設計調査団 
JICA 

 Nestor Palacios Lanfranco 
運輸担当次官 
運輸通信省（MTC） 
ペルー共和国 

 

 
（立会人） 
 
 
 
 
 
 
 
José Luis Garaycochea 
二国間国境開発委員会 
ペルー委員長 

 



 

付 属 書 
 

１．目的 

 本計画は、国際橋を建設することにより、エクアドル・ペルー両国国境の交通を改善し、国境

周辺地域の発展に寄与することを目的とする。 

 

２．調査対象地域 

 本計画の調査対象地域はエクアドル国ロハ州及びペルー国ピウラ州である。 

地域図を別添１に示す。 

 

３．主管官庁および実施機関 

 本計画のペルー国側の主管官庁及び実施機関は、運輸通信省（MTC）である。 

また、二国間国境開発委員会は二国間及び日本と二国間との調整・助言を担当する。 

MTC 及び二国間国境開発委員会の組織図を別添 2-1及び 2-2 に示す。 

 

４．要請内容 

 ぺ国側代表者と調査団との協議の結果、ペルー国は下記新マカラ橋の基本仕様を本計画に適用

する事に合意した。 

・架橋位置：既設橋から下流側へ約 50m の位置 

 ・幅員構成：高欄内々で 13.7m、内訳は 2車線で一車線当たり 3,65mと 1.2m の路肩巾、両側歩

道を設け各幅 2.0 ｍ 

 JICA は要請の妥当性を検証し、日本国政府に報告する。 

 

５．無償資金協力スキーム 

(1) ペルー国側は、調査団から別添 3のとおり説明された日本の無償資金協力スキーム及

びペルー国側による必要手続きを理解した。 

(2) ペルー国側は、日本の無償資金協力実施の条件として事業の円滑な実施のために別添

４に記載の負担事項を実施することを約束した。 
 

６．調査予定 

(1) 調査団のコンサルタント団員は、引き続き 2005 年 6月 22 日までエクアドル・ペルー

両国における現地調査を継続する。 

(2) 調査団は基本設計概要書を西語で作成し、その説明調査団を 9 月下旬頃にエクアド

ル・ペルー両国に派遣する。 

(3) 基本設計概要書の内容が両国政府により原則了承されれば、JICA が最終報告書を作成

し、2006 年 1月までにエクアドル・ペルー両国に送付する。 
 

７．その他協議事項 

(1) ペルー国側は、運輸通信省が実施した環境調査結果について、運輸通信省社会環境総

局から 2005 年 3月 31 日に認可を得たことを調査団に説明した。調査団はステークホ

ルダー・ミーティング、住民移転計画書を含めた同調査結果の内容についてペルー国

側と協議し、内容が妥当であることを確認した。 

(2) ペルー国側は住民移転計画を担当するコンサルタントの調達から移転、サイトのクリ

アリングまでの工程表を 6月末までに JICA リマ事務所へ提出することを約束した。 

(3) ペルー国側は、工事開始前までに住民移転を完了させることに合意した。 

(4) ペルー国側は、施工中及び運用段階における環境負荷を最小限に抑えるための環境モ

ニタリング計画を遵守することを約束した。 

(5) ペルー国側は、施工中の工事関係者及び資機材の出入国及び通関審査を簡略化して国

境間の円滑な往来を確保する仕組みを策定することを約束した。 

(6) ペルー国側は、建設資機材に関し、エクアドル国製品と比較のうえ、共に一定の品質



 

が確保されている場合には、価格の安い国の製品調達を優先することに同意した。 

(7) 本プロジェクトの建設及び維持管理はエクアドル国側がその責任を負う事及び二国

間委員会は二国間及び日本国と二国間の調整・助言に対し責任を負うことを確認した。 

(8) ペルー国側は本計画実施によって影響を受ける電柱及び配水管の移設に関する予算

措置・移設に対し責任を負うことを確認した。 

(9) ペルー国側は現橋撤去に関して技術的に必要性が検証されれば現橋撤去に合意する。

本作業の責任分担及び予算措置に関しては二国間委員会で協議するものとする。 

(10) ペルー国側は本計画に必要な製品・サービスの調達に対しペルー国内にて課税される

関税、内部税、その他税金を免除することに合意した。 

(11) ペルー国側は、調査団の現地調査期間中、必要となる安全管理と対策を徹底すること

を約束した。 

(12) ペルー国側は、調査団の現地調査期間中、1名の C/P を配置する事に合意した。 

(13) ペルー国側は、調査団が手交した質問表の回答を6月10日までに調査団に提出する。 
 

 

別添： １．調査対象地域地図 

    ２．組織図 

    ３．日本の無償資金協力スキーム 
    ４．日本・ペルー両国政府による主な負担事項 
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添付 2-1 ペルー国運輸・通信相（MTC）の組織図（I） 



 

 

 

 

 

 

 

添付 2-1 国道局の組織図（II） 
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添付 2-1  調査・プロジェクト部（GEP）の組織図（III） 
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民間投資推進２
国間グループ

二国間調整委員会

開発と和平のための二国間資金

二国間資金局長

事務局長

ペルー側 エクアドール側

エクアドール国国家行政長官ペルー国国家行政長官

添付 2-2  二国間委員会組織図 



 

 

別添３ 

日本の無償資金協力の仕組み 

 

 無償資金協力とは被援助国に返済義務を許さないで資金を供与する援助で被援助国が自

国の経済・社会の発展のための計画に役立つ施設、資機材および役務（技術あるいは輸送

等）を調達するのに必要な資金を我が国の関係法令に従って、以下のような原則により贈

与するもので、我が国が資材・機材、設備等を直接に調達して現物供与する形態はとって

いない。 

 

１．無償資金協力実施の手順 

 我が国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 

  

 要請 

• 被援助国からの要請 

 調査 

• JICA が実施する基本設計調査 

 審査と認証 

• 日本政府による審査及び閣議による承認 

 正式決定 

• 日本政府と被援助国による交換公文の署名 

 

 第一段階である要請は被援助国から提出された要請書を基に日本国政府（外務省）は無

償資金協力としての妥当性を検討する中で、案件としてのプライオリティが高いことが確

認された場合には、JICA に対して調査の指示を行う。 

 第二段階である調査（基本設計調査）は JICA が実施するが、JICA は原則としてこの調査

を我が国のコンサルタントとの契約によって行う。 

 第三段階の審査と承認は、第二段階で JICAが作成した基本設計報告書を基に日本国政府

がそのプロジェクトが無償資金協力として適当であるかを審査した後、閣議請議を行う。 

 閣議によって承認されたプロジェクトは、第四段階で両国政府による交換公文の署名に

よって正式決定に至り、無償資金協力が実行に移される。 

 無償資金協力の実行に際して、JICA は入札・契約手続き、その他の事項につき被援助国

政府に協力を行う。 

 

２．無償資金協力スキーム 

(1) 交換公文の締結 

 無償資金協力の実施に当たっては政府間の合意および E/N の締結が必要であ



 

る。E/N では当該プロジェクトに係る目的、供与期限、実施条件、限度額等が

確認される。 

 

(2) 供与期限 

 供与期限は我が国の閣議決定の行われた会計年度内とする。この間、E/N の

締結からコンサルタントおよびコントラクター等との契約を経て、最終的な支

払いを含めて全てを終了しなくてはならない。 

 但し、天候等止むを得ない事情により搬入、据付、工事等が遅延した場合に

は両国間の協議により一年間（一財政年度）の延長が可能である。 

 

(3) 無償資金協力によって調達される生産物および役務は原則として日本国および

被援助国の生産物並びに日本国民の役務を購入するために適正に、かつ、専ら

使用される。ここでいう日本国民という語は日本国の自然人またはその支配す

る日本国の法人を意味する。 

 なお、無償資金協力は両国政府が必要と認める場合には第三国（日本国およ

び当該国以外）の生産物の購入あるいは輸送等の役務の購入にも使用すること

が可能である。但し、無償資金協力ガイドラインにより、無償資金協力を実施

するに当たって必要とするプライムコントラクター、即ち、コンサルタント、

施工業者および調達業者は日本国民に限定される。 

 

(4) 「認証」の必要性 

 当該国政府または政府が指定する当局が行う日本国民との契約は円貨建で締

結され、かつ、日本国政府による認証を必要とする。認証は無償資金協力の財

源が日本国民の税金であることによる。 

 

(5) 被援助国に求められる措置 

 無償資金協力が実施されるに際して、当該国政府は以下のような措置が求め

られる。 

1) 施設案件の実施に当たっては施設建設に必要な土地を確保し、かつ、用地

の整地を行うこと。 

2) 用地の整地を行うに際しては、併せて、用地までの配電、給水、排水、そ

の他の付随的な施設の整備、工事等を行うこと。 

3) 資機材等の案件については、必要な建物等が確保されること。 

4) 原則として無償資金協力に基づいて購入される生産物の港における陸揚げ、

通関および国内輸送等に係る経費の負担と速やかな実施を確保すること。 

5) 認証された契約に基づき調達される生産物および役務のうち日本国民に課

せられる関税、内国税およびその他の財政課徴金を免除すること。 

6) 認証された契約に基づいて供与される日本国民の役務について、その作業

の遂行のための入国および滞在に必要な便宜を与えること。 



 

(6) 適正使用 

 無償資金協力に基づいて建設される施設および購入される機材が、当該計画

の実施のために適正かつ効果的に維持され、使用されること並びにそのために

必要な要員等の確保を行うこと。また、無償資金協力によって負担される経費

を除き計画の実施のために必要な維持・管理費等全ての経費を負担すること。 

(7) 再輸出 

 無償資金協力に基づいて購入される生産物は、当該国より再輸出されてはな

らない。 

(8) 銀行取り極め 

1) 当該国政府または指定された当局は日本国内の銀行に当該国政府名義の勘

定を開設する必要がある。日本国政府は認証された契約に基づいて当該国

政府もしくは指定された当局が負う債務の弁済に充てるための資金を右勘

定に日本円で払い込むことにより無償資金協力を実施する。 

2) 日本政府による払い込みは当該国政府または指定された当局が発行する支

払授権書に基づいて契約銀行が支払請求書を日本国政府に提出した時に行

われる。 

(9) 支払授権書 

 当該国政府は、銀行取り極めを締結した契約銀行に対し、支払授権書の通知

手数料および支払手数料を負担しなければならない。 



 

 

別添４ 
日本・ペルー両国政府による主な負担事項 

 

 負担事項 日本 ペルー 

1 プロジェクト用地確保  ● 

2 プロジェクトサイト上の障害物撤去、整地、埋立など（必要に応じ実施）  ● 

3 プロジェクトサイト周囲のゲート、フェンスの建設 適用外 適用外 

4 橋梁の建設 ●  

5 アクセス道路建設 

１）プロジェクトサイト内（橋梁本体に付随する区間） 

２）プロジェクトサイト外 

 

● 

 

 

 

適用外 

6 旧橋の評価と使用の可能性（撤去、使用等）  ● 

7 電力、水道、排水、その他のファシリティーのプロジェクトサイト及び

コントラクターのキャンプサイトまでの供給 

１）電力 

  a.プロジェクトサイトまでの電線 

  b.引込線および内部配線 

  c.主遮断器および変圧器 

２）水道 

  a.プロジェクトサイトまでの主上水道 

  b.プロジェクトサイト内の上水道供給 

３）排水設備 

  a.プロジェクトサイトまでの主排水口 

  b.プロジェクトサイト内の排水設備 

４）電話 

  a.建築物内メイン供給フレーム（MDF）までの電話線の引き込み 

  b.MDF およびその先の延線 

５）機材 

c. 家具類 

d. プロジェクトに必要な機材 

 

 

 

 

● 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

 

●（既設）

 

 

 

●（既設）

 

 

●（適用外）

 

 

●（既設）

 

 

●（既設）

 

8 銀行取極（B/A）に基づき金融サービスを行う契約銀行に対する下記費用

の負担。 

１）支払授権書(A/P)発給手数料 

２）支払手数料 

  

 

● 

● 

9 受取国の荷揚げ港での荷下ろしと通関の確実な実施。 

１）日本から受取国への製品の海上（空路）輸送 

２）荷揚げ港での製品の免税手続きと通関 

３）荷揚げ港からプロジェクトサイトへの国内輸送 

 

● 

 

● 

 

 

● 

 

10 認証された契約に基づく製品供給と支援業務に関連して必要になる日本

国民に対して、当該者が責任遂行に必要となる受取国への入国や入国後

の宿泊に関連して必要な便宜供与。 

 ● 

11 認証された契約に基づく製品供給と支援業務に関連して、受取国により

日本国民に賦課される関税、国内税、増値税やその他賦課金の免除。 

 ● 

12 無償資金協力により建設された施設および調達された機材を適切に使用

し、かつ適正に維持管理するために必要な費用の負担。 

 ● 

13 無償資金協力により建設および調達されるもの以外で、施設建設および

調達機材における輸送および据付等に必要となるその他の費用の負担。 

 ● 



 

4-2 概要説明 

 

(1) エクアドル国側 2005 年 11 月 10 日 

- 西語版オリジナル 

- 和訳版 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

エクアドル国・ペルー国 

新マカラ国際橋建設計画基本設計調査 

協議議事録（概要書説明） 

 

 

国際協力機構（以下「JICA」という）は、2005 年 5月に新マカラ国際橋建設計画（以

下「計画」という）における基本設計調査団をエクアドル共和国（以下「エクアドル」

という）とペルー共和国（以下「ペルー」という）に派遣した。そして、JICA は協議、

現地調査、日本での分析を経て、基本設計調査概要書を作成した。 

 

本調査に係わる 2 カ国の政府代表に概要書の内容を説明、協議するため、ペルーの

JICA 事務所の代表である小澤正司氏率いる概要書説明の調査団が 2005 年 11 月 6 日か

ら 18日までエクアドルとペルーに派遣された。 

 

協議の結果、双方は付属書に記述された主要事項について確認した。 

 

2005 年 11月 9 日 キト にて 

 

 

 

 

   
小澤 正司 
総括 
基本設計調査団 
JICA 

 Derlis Palacios G. 
公共事業省 (MOP) 大臣 
エクアドル共和国 

 
 
（立会人） 

  
 
（立会人） 

 
 
 
 

  

Guillermo Alvarez 
国際協力庁 (INECI) 局長 
エクアドル共和国 

 Jorge Maldonado Robles 
二国間国境開発委員会 
エクアドル委員長 

 



 

 
付 属 書 

 

１．概要書の内容 

 エクアドル国は、基本設計調査概要書の説明を受け、主な内容に合意した。 

 

２．無償資金協力スキーム 

エクアドル国は、2005 年 5月 30 日に著名された議事録の添付資料３と４に準拠し説明さ

れた必要な手続きを、無償資金協力スキームとともに再確認した。 

 

３．調査予定 

 JICA は、協議で確認された内容を含め基本設計調査報告書を作成し、2006 年の 1月まで

にエクアドル国に送付する。 

 

４．その他の協議事項 

(1) エクアドル国は、工事の影響を受ける施設・家屋撤去と住民移転を 2006 年 8月

までに行う。 

(2) エクアドル国は、取り付け道路の線形変更に伴う新たな ROW(Right of Way)の

2006 年の 8月までに確保する。 

(3) エクアドル国は、工事の支障となる電柱、配電線を2006年 8月までに移設する。 

(4) エクアドル国は、2006 年 8月までに仮設ヤードを提供し整地する。 

(5) エクアドル国は、2006 年 8月までに土捨て場及び廃材処分場を提供する。 

(6) エクアドル国は、工事期間中の工事関係者への ID及び工事車両へのステッカー

を発給する。 

(7) エクアドル国は、工事期間中、交通警官を配置する。 

(8) エクアドル国とペルー国両政府は、工事完了後速やかに既存マカラ橋（エクア

ドル国側の盛土を含む）を撤去し、撤去後は護岸工を設置する。現況撤去の予

算措置、責任分担に係る調整は今後両国間で調整を行い、2006 年の 2 月までに

日本国政府に報告する。 

(9) エクアドル国政府は、工事にかかわる環境省への環境保険および環境補償金を

建設業者にかわって責任を負う。日本国側は、MOP が作成する環境報告書の基と

なるすべての技術的事項に関して責任を負う。 
 

 

別添：護岸工一般図 

 



 

 

(2) ペルー国側 2005 年 11 月 17 日 

- 西語版オリジナル 

- 和訳版 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

エクアドル国・ペルー国 

新マカラ国際橋建設計画基本設計調査 

協議議事録（概要書説明） 

 

 

国際協力機構（以下「JICA」という）は、2005 年 5月に新マカラ国際橋建設計画（以

下「計画」という）における基本設計調査団をエクアドル共和国（以下「エクアドル」

という）とペルー共和国（以下「ペルー」という）に派遣した。そして、JICA は協議、

現地調査、日本での技術分析を経て、基本設計調査概要書を作成した。 

 

本調査に係わる 2 カ国の政府代表に概要書の内容を説明、協議するため、ペルーの

JICA 事務所の代表である小澤正司氏率いる概要書説明の調査団が 2005 年 11 月 6 日か

ら 18日までエクアドルとペルーに派遣された。 

 

協議の結果、双方は付属書に記述された主要事項について確認した。 

 

2005 年 11月 16 日 リマ にて 

 

 

 

 

 
小澤 正司 
総括 
基本設計調査団 
JICA 

 Nestor Palacios Lanfranco 
運輸担当次官 
運輸通信省（MTC） 
ペルー共和国 

 

 
（立会人） 

 
 
 
 

José Luis Garaycochea 
二国間国境開発委員会 
ペルー委員長 

 



 

付 属 書 
 

１．概要書の内容 

 ペルー国は、基本設計調査概要書の説明を受け、主な内容に合意した。 

 

２．無償資金協力スキーム 

ペルー国は、2005 年 6 月 2 日に著名された議事録の添付資料３と４に準拠し説明された

必要な手続きを、無償資金協力スキームとともに再確認した。 

 

３．調査予定 

 JICA は、協議で確認された内容を含め基本設計調査報告書を作成し、2006 年の 1月まで

にペルー国に送付する。 

 

４．その他の協議事項 

(1) ペルー国は、工事の影響を受ける施設・家屋撤去と住民移転を 2006 年 8月まで

に行う。 

(2) ペルー国は、取り付け道路の線形変更に伴う新たな ROW(Right of Way)の 2006

年の 8月までに確保する。 

(3) ペルー国は、工事の支障となる電柱、配電線を 2006 年 8月までに移設する。 

(4) ペルー国は、2006 年 8月までに工事の支障となる水道管の移設をする。 

(5) ペルー国は、工事期間中、交通警官を配置する。 

(6) エクアドル国とペルー国両政府は、工事完了後速やかに既存マカラ橋（エクア

ドル国側の盛土を含む）を撤去し、撤去後は護岸工を設置することに合意した。

現況撤去の予算措置、責任分担に係る調整は今後両国間で調整を行い、2006 年

の 3月までに日本国政府に報告する。(別添資料１参照) 

(7) ペルー国政府は、SNIP（国家公共投資制度法）に係るすべての必要手続きを、

別添資料 2の通り 2006 年 1月までに完了する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添： 1．護岸工一般図 

     2．新マカラ国際橋建設計画における SNIP に基づく承認手続きの流れ 

 

 

 



 

別添資料－２ 

新マカラ国際橋建設計画における SNIP（国家公共投資制度法）に基づく承認手続きの流れ 

    

活動  責任機関 日時 

    

交通容量、費用、作業工程を含む基本設計調査概要書をペルー

国政府に提出 
 JICA 調査団 2005 年 11 月 14 日 

    

事前投資調査概要を作成  ペルー国政府 2005 年 11 月 15 日～12 月 14 日 

    

MTC の OPP(Planning and Budgetary Office)へ調査概要を説明  ペルー国政府 2005 年 12 月 15 日 

    

調査概要の審査と承認  OPP（MTC) 
2005 年 11 月 16 日～12 月 23 日 

2006 年 1 月 2 日～1 月 12 日 

    

MEF の DGPM へ調査概要を説明  OPP（MTC) 2006 年 1 月 13 日 

    

調査概要を審査  DGPM(MEF) 2006 年 1 月 14 日～1 月 27 日 

    

新マカラ国際橋建設計画の承認  DGPM(MEF) 2006 年 1 月 28 日 

    

＊ 国家公共投資制度法 6.3 条の「計画によってはフィージビリティ調査を必要としない。」に従い、概要のみの審査で承認取得可能である。 

 



5 事業事前計画表（基本設計時） 



1. 案件名 

エクアドル共和国・ペルー共和国 新マカラ国際橋建設計画基本設計調査 

2．要請の背景(協力の必要性･位置付け) 

エクアドル共和国（以下「「エ」国」という）とペルー共和国（以下「「ぺ」国」という）は19世紀より国境策定に起
因した軍事衝突・紛争を長期にわたって行ってきたが、1998 年 10 月に両国間で平和合意が調印された。これ
を受けて二国間国境開発委員会の設立、国境地域開発協定の締結等が行われ両国は開発から取り残された
国境地域の不十分な社会基盤の改善、高い貧困問題の解消に着手した。二国間国境開発委員会は、国境地
域の統合と開発を目的とした施策を掲げ、これら施策を 2000 年から 2009 年の 10 年間にわたり実施することを
決定した。その中で掲げられた4つの主要施策のうちの1つが「国境の通行・交易の活性化のため国境施設等
を含むサービスの提供の実施」である。具体的には、国境を跨ぐ 5 路線の整備、これら 5 路線のうち 4 路線に
位置する国際橋の建設、並びに現在両国各々にある国境施設を一元化する国境施設の建設である。本件プ
ロジェクトは上述の 4 国際橋のうちの一つであり、南北アメリカを縦貫するパンアメリカン・ハイウェイ上に位置す
る。 

既設マカラ橋は建設後 40 年が経過し、鉄筋の露出や亀裂に遊離石灰が発生するなどの重大な損傷が散
見され老朽化が進行している。さらに、現行荷重に対して耐荷力が不足していることから 20 トンの車両重量制
限が実施されている。これらの構造的な欠陥に加え、現マカラ橋位置の河川幅は約 120m であるのにも拘ら
ず、支間 40m の橋梁と河川敷に構築された盛土道路により渡河しているため、洪水流量に対する通水断面の
不足から倒壊の危険性があるだけでなく、洪水時には既設橋の上流部で堰上げが発生し、耕地が流出する等
の被害も発生している。 

一方、現状は橋梁を挟んだ両国側それぞれの国境施設で通関、出入国管理（2-Stop 方式）を行っているた
め、車両は橋梁通過前後で必ず停車する必要があるが、2007 年度を目処に新国境施設がエクアドル側に一
元化される（1-ストップ方式）ため、停止することなく橋梁を通過することが可能となる。しかし、現状の取付道路
の平面線形には規格外の小さな曲率半径が用いられており、取付道路の線形を改良しなければ円滑な交通
の妨げになるばかりでなく、安全な通行にも支障をきたすこととなり、新国境施設の意義が損なわれる。 

本プロジェクトは、上記の問題を有する既設マカラ橋を新橋で架け替「エ」国境交通の安定化と国境地域の
持続的な発展に資するものである。 

なお、マカラ橋において 2004 年 10 月に実施された 24 時間交通量調査では 943 台/日（大型車：28 台/日）
が計測された。一方、2000 年及び 2003 年に実施した調査ではそれぞれ 240 台/日（同 81 台/日）、890 台/日
（大型車台数不明）であったことから、1998 年の和平合意以来、交通量は概ね年率 10%程度の増加傾向にある
と言える。 

3．プロジェクト全体計画概要 

（１） プロジェクト全体計画の目標 

パンアメリカン・ハイウェイ沿線の「エ」国・「ぺ」国間の国境地域において、円滑で安定的な交通が確保
される。 

裨益対象の範囲および規模： 「エ」国ロハ州住民約 41 万人（2001 年）、「ぺ」国ピウラ州住民 164 万人
（2002 年）、その他の越境通過交通 

（２） プロジェクト全体計画の成果 

ア 新マカラ国際橋及びその取付道路が建設される。 



イ 「エ」国側に一元化される新国境施設が建設される。 

ウ ロハ（「エ」国）～スジャナ（「ぺ」国）間の道路が整備される。 

（３） プロジェクト全体計画の主要活動 

ア 新橋及びその取付道路を建設する。 

イ 新国境施設を建設する。 

ウ 対象路線の道路を整備する。 

（４） 投入（インプット） 

ア 日本側： 無償資金協力 10.50 億円 

イ 「エ」国側： 

（ア） 本無償資金協力案件の実施に係わる負担額：0.46 億円 

（イ） 本無償資金協力案件対象施設の改修後の維持管理経費：年平均 0.0１億円 

ウ 「ぺ」国側： 

（ア） 本無償資金協力案件の実施に係わる負担額：0.53 億円 

（イ） 本無償資金協力案件対象施設の改修後の維持管理経費：年平均 0.01 億円 

（５） 実施体制 

主管官庁及び実施機関： 「エ」国公共事業省及び「ぺ」国運輸通信省 

4．無償資金協力案件の内容 

（１） サイト 

パンアメリカン・ハイウェイ上、「エ」国・「ぺ」国間国境部（「エ」国側ロハ州マカラ市、「ぺ」国側ピウラ州ラ・
ティナ市） 

（２） 概要 

新マカラ国際橋及びその取付道路の建設 

（３） 相手国負担事項 

① 環境社会配慮 （用地取得・住民移転） 

② 電柱・配電線の移設 

③ 水道管の移設 

④ 仮設ヤードの整地 

⑤ 環境保険金・保証金のしはらい 

⑥ ID 及びステッカーの発給 （工事中の国境往来に関する許可証） 

⑦ 既設マカラ橋及び取付道路の一部の撤去と護岸工の設置 



 
 

⑧ 既設橋撤去後の護岸工の設置 

（４） 概算事業費 

概算事業費 11.49 億円 （日本側 10.50 億円、「エ」国・「ぺ」国側負担 0.99 億円） 

（５） 工期 

詳細設計・入札期間を含め約 31 ヶ月（予定） 

（６） 貧困、ジェンダー、環境および社会面の配慮 

① 橋梁計画に際し、用地取得・住民移転を最小限に抑える。 

② 移転対象とならない近隣住民の工事による騒音・振動等の影響を最小限に抑える。 

5．外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標達成に関して） 

① 国境紛争の再燃等、治安・政情が悪化しない。 

② 大洪水など想定外の天災が発生しない。 

6．過去の類似案件からの教訓の活用 

特に無し。 

7．プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

（１） プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

成果指標 
現状の数値 
（2004 年） 

計画値 
（2008 年） 

橋梁通行車両の重量制限の緩和 20 トン 40 トン 

大型車交通量の増加 39 台/日 増加 

（２） その他の成果指標 

特に無し。 

（３） 評価のタイミング 

2008 年以降（施設竣工後） 
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7-1 現橋撤去の必要性に関する技術的検討書 

 

現橋撤去の技術的視点からの必要性 
 
１． 水工学的視点からの必要性 
 架橋地点は地形的な河川の狭窄部であり，洪水時には水位および流速が大きく変化することが予測

される．更に現橋およびその取付道路を洪水敷に建設したため，現橋による洪水流況への影響の検討

を下記手法にて行う． 

(1) 河道状況変化の把握 

現橋の竣工年度は 1964 年で，竣工前の航空写真（1962 年）と竣工後の航空写真(1972 年)および現

地踏査により現況の河道状況を比較し，河道の変化を把握する． 

 
航空写真(1962 年) 
 河道幅は全体に一様でほぼ 80m 前後と考えられる．周辺の植生状況から，河道における側方浸食

は少なく，河道幅はほぼ変化していないことが確認できる． 
 
航空写真(1972 年) 
 1964 年に現況が建設されており，1972 年の航空写真からは，橋梁上流右岸の一部に洪水により浸

食を受けたと考えられる．支川の合流点は支川上流部に移動しており，河道幅が大きく広がってい

る．一方，橋梁下流部及び左岸はほとんど変化はみられない． 
 
現地踏査結果(2005 年) 
 現地踏査結果より，現在の洪水範囲を想定した．橋梁上流部右岸が大幅に後退しており，大規模な

側方浸食があったことが想定される．また土地所有者からのヒアリング結果の通り耕作地の流出が

観測された． 
 
以上より， 

・ 橋梁建設後，上流部右岸の浸食が進み，河道幅が大きく変化している． 
・ 河道幅の大規模な変化は上流部に限定される． 
・ 耕作地の流出など具体的な被害が上流部右岸で発生している． 

 
(2)既往最大洪水および設計洪水流量（50 年確率）を対象として水理的な解析を実施し，狭窄部の影

響を把握する． 



 

 

 
FIG-1 河道の経年変化 

Aerial Photograh : 1974 

MACARA RIVER 

RIGHT BANK OF THE RIVER 
        :1962(Befor Bridge Build) 
        :1974(After Bridge Build) 
        :2005(Today) 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIG-2 マカラ橋上流部における河道幅の変化 

MACARA RIVER 

RIGHT BANK OF THE RIVER 
        :1962(Befor Bridge Build) 
        :1974(After Bridge Build) 
        :2005(Today) 



 

 

(3)水理計算の条件 

既往最大洪水のデータを入手し，水理計算により洪水状況を再現し，現橋梁の影響を抽出する．

検討にあたっては，次の点に留意した． 

 

・ 現地聞き取り調査より過去最大水位は橋面から－1.0m 前後である． 

・ 現橋梁の構造は方杖ラーメン橋であり，方杖ラーメン斜柱が洪水時の流下を阻害していると考

えられるため，洪水時の断面評価は下図の通りとした． 

 

 

・ マカラ川は自然河川であり，粗度係数は 0.04前後であると考えられる． 

・ 過去最大洪水は，PROYECTO BINACIONAL CATAMAYO-CHIRA の資料より 833m3/s(1983 年 3 月)が得

られている． 

・ マカラ橋地点での確率流量は PROYECTO BINACIONAL CATAMAYO-CHIRA で詳細な検討がなされてお

り，計画洪水流量は 1,250m3/s(50 年確率）である 

 

以下の条件により，水理計算を実施し洪水時の水位を計算した． 

 

・ 対象流量  ：Q=833m3/s(既往最大洪水 1983 年 3 月) 

：Q=1,250m3/s(50 年確率流量) 

・ 粗度係数  ：n=0.040 

・ 計算手法  ：不等流計算（常流，射流混合計算） 

・ 計算ケース ：現橋梁あり，現橋梁なし 

 
(4)計算結果 

計算の結果，1983 年 3 月の洪水時には橋梁部の狭窄の影響により，橋梁上流部で水位が急激に

上昇し，ヒアリング調査結果とほぼ同様の水位結果となった．また，上流域では洪水位が周辺の耕

作地を越えており，洪水により耕作地が流出したものと考えられる． 
また橋梁下部では射流が発生し，想定以上の洗掘が発生している可能性がある．更に，設計洪水

流量である Q=1,250m3/s に対しては，現橋は流出の可能性が著しく高いといえる． 
一方，既設橋を撤去した場合，狭窄による水位上昇はみられず，周辺の土地利用への悪影響は解

消されることが水理計算結果から立証される． 

 

橋長 40m 

流下阻害域 流下阻害域 洪水流下幅 24m 
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現橋梁付近の水位変化 
 

(5)結論：既設橋撤去の必要性 
 河道幅の経年的な変化と水理計算による水位計算結果から，既設橋存置による水理的影響は著しく，

下記理由に基づき現橋の撤去が必要であると考える． 
 

・ 橋梁上流部での河道幅の変化は，橋梁建設後に卓越している． 
・ 橋梁狭窄による水位上昇により，周辺耕作地の流出が発生した． 
・ 今後，設計計画洪水流量である 50 年確率の洪水量に被災すると更なる耕地の流出と現橋の流出

の可能性が高い． 

MACARA 

耕作地 



 

 

２．構造的視点からの必要性の検討 
（１）損傷状況 

既設橋の床版上面は、無数のコンクリートのひび割れや車両走行に伴う磨耗等により異常にすりへ

り、鉄筋の露出および鉄筋の破断に至っている。コンクリート表面のひび割れは、床版下面にまで達

しているものもある。床版下面には、車道部のひび割れに加え、張り出し部にひび割れが発生してお

り、これらのひび割れはいずれも遊離石灰を伴っている。また、床版と主桁のコンクリート打ち継ぎ

部と思われる部分にも遊離石灰が発生しており、鉄筋の腐食が懸念される。これらの損傷は、いずれ

も橋梁中央部付近に発生しているのが特徴的である。 
一方、橋台はほぼ健全であるが、支承部直下のコンクリートがひび割れている。これは、上部工の

伸縮により発生したものと考えられ、支承が経年変化により機能していないものと推察される。 

     
    床版の損傷、鉄筋露出              床版下面のひび割れ状況 
 

       

    床版と桁の打ち継ぎ部の遊離石灰         橋台支承部直下のひび割れ 
 
（２）既設橋の耐荷力照査 

既設橋にパンアメリカン・ハイウェイの設計荷重である AASHTO HS-20 の 25%増し荷重（HS-25）
を載荷して、その耐荷力の照査を行った。その結果、支点部および中央部断面において、鉄筋が降伏

点応力度に達しており、コンクリートにおいても中央部断面で許容値をオーバーする結果を得た。こ

のことから、既設橋は、パンアメリカン・ハイウェイの設計荷重（HS-25）に対し耐荷力が不足して

いると判断される。 
次項に耐荷力照査結果を添付する。



 

 

「耐荷力照査の結果」 
照査は竣工図に記された支間長、断面寸法を使用し、舗装および高欄等の重量は同図面より推定

した値を載荷する。 

 
1)照査条件 

・照査荷重 ： AASHTO HS-20 の 25%増し荷重（HS-25） 
  ・解析方法 ： 骨組み解析（Frame analysis；Analysis de Esqueleto o Armazón） 
  ・照査方法 ： 許容応力度法（Method of allowable stress；Método de Esfuerzo permisible） 
  ・照査位置 ： 下図参照 
 
 

 

 

2)許容応力度の推定 

竣工図面にコンクリートおよび鉄筋の強度が次のように記されている。 

コンクリートの強度 fc’= 210kg/cm2 

鉄筋の強度 fs = 1,400kg/cm2 

この強度および既設橋が 1964 年に完成していることから、AASHTO および他の文献から当時使用

されていたコンクリート及び鉄筋の許容値を推定すると次のようになる。 

・ コンクリート 

      設計基準強度(28 日強度)  ：20.6Mpa（210kg/cm2） 
      許容圧縮応力度 ： 8.3Mpa（80kg/cm2） 

・ 鉄 筋（1954 年以降） 

         降伏点応力度  ：275.8Mpa（2800 kg/cm2） 
         許容引張応力度  ：137.9Mpa（1400kg/cm2） 

 この許容値を使用して既設橋の耐荷力照査を行うこととする。 
 
3)照査結果 

照査の結果、下表に示すように支点部および中央部断面で鉄筋が許容値をはるかにオーバーし、

降伏点応力度に達している。また、コンクリートは中央部断面で許容値をオーバーしている。 

 
 

橋長 40m 

支点部断面 中央部断面 



 

 

照査位置 断面力(kN･m,KN) 鉄筋量(cm2) 応力度(Mpa) 許容値(Mpa) 
コンクリート 7.2 8.3 

支点部断面 
鉄   筋 

Mmax=3670.7 
Smax=862.6 

58.904 
277.5 137.9 

コンクリート 13.7 8.3 
中央部断面 

鉄   筋 
Mmin=909.7 
Smax=404.6 

58.904 
270.7 137.9 

 
以上のことから、既設橋はパンアメリカン・ハイウェイの設計荷重である AASHTO HS-20 の 25%

増し荷重（HS-25）に対して耐荷力が不足していると判断される。 
 

 



 

 

7-2 「エ」国・「ぺ」国側負担費用内訳 

 
「ぺ」国側負担費用内訳 

事業費区分 数量 単位 
単価 

(US$)  

「ぺ」国金額 

（US$） 

円貨換算 

（千円） 

(1) 環境配慮費用 

 （うち住民移転・用地取得費用分） 
1 式 

334,850 

(270,900）

334,850 

（270,900） 

35,908 

(29,050) 

(2) 追加用地の確保   

(3) 電柱・配電線の移設 410 m 39 16,000 1,703 

(4) 水道管の移設 450 m 12 5,300 567 

(5) 仮設ヤードの整地 - - - - -

(6) ID 及びステッカーの発給 - - - - -

(7) 既存マカラ橋及び洪水敷内の取付道路の一部の 

撤去 
0.5 式 280,000 140,000 14,980 

(8) 護岸工の設置 - - - - -

1) 掘削 397.6 m3 2 850 91

2) 埋め戻し 207.9 m3 6 1,275 136.5 

3) 重力式擁壁 68.5 m3 130 8,925 955 

4) 法面護岸工 135.7 m2 75 10,200 1,091 

5) 根固め工 247.5 m2 86 21,250 2,274 

(9) 護 岸 工 の

設置 

小計 42,500 4,548 

合計 538,650 57,715 

 
「エ」国側負担費用内訳 

事業費区分 数量 単位 
単価 

(US$)  

「エ」国金額 

（US$） 

円貨換算 

（千円） 

(1) 環境配慮費用 

 （うち住民移転・用地取得費用分） 
1 式 

158,967

(130,389)

158,967 

(130,389) 

17,009

(13,952)

(2) 追加用地の確保   

(3) 電柱・配電線の移設 205 m 39 8,000 865

(4) 水道管の移設 - - - - -

(5) 仮設ヤードの整地 14,700 m2 6,400 685

(6) 環境保全保証金 1 式 36,700 36,700 3,933

ID カード 300 枚 2 600 64

ステッカー 100 枚 1 100 11
(7) ID 及びステッカーの

発給 
小計 700 75

(8) 既存マカラ橋及び洪水敷内の取付道路の一部の 

撤去 
0.5 式 280,000 140,000 14,980

1) 掘削 397.6 m3 2 850 91

2) 埋め戻し 207.9 m3 6 1,275 137

3) 重力式擁壁 68.5 m3 130 8,925 955

4) 法面護岸工 135.7 m2 75 10,200 1,091

5) 根固め工 247.5 m2 86 21,250 2,274

(9) 護 岸 工 の

設置 

小計 42,500 4,548

合計 393,267 42,085
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